
２２月月１１８８日日��、、いいききいいききふふれれああいいセセンンタターーでで��ななすすししおおばばららのの暮暮ららししとと
環環境境をを考考ええるる’’ををテテーーママにに「「消消費費生生活活とと環環境境展展」」がが開開催催さされれままししたた。。
身身近近なな暮暮ららししやや環環境境にに関関連連ししたたささままざざままななココーーナナーーがが設設けけらられれたたほほかか、、

産産直直野野菜菜やや農農産産加加工工品品のの即即売売、、市市生生活活学学校校にによよるる寸寸劇劇『『ももっったたいいなないいばば
ああささんんががややっっててくくるる』』（（写写真真））もも上上演演さされれままししたた。。ままたた、、リリササイイククルル商商品品
ややエエココ商商品品がが当当たたるるススタタンンププララリリーーもも行行わわれれ、、たたくくささんんのの人人ででににぎぎわわいい
ままししたた。。

■■塩塩原原支支所所がが移移転転ししまますす …………………………………… ２２ｐｐ

■■ごごみみののおおははななしし�� ……………………………………………… ４４ｐｐ

■■タタウウンントトピピッッククスス ………………………………………………１１２２ｐｐ

■■くくららししのの情情報報 …………………………………………………………１１４４ｐｐ

■■ママナナビビィィのの伝伝言言板板 ………………………………………………１１８８ｐｐ

■■ちちょょっっとと発発見見／／ちちびびっっ子子ススナナッッププ …………２２４４ｐｐ

CCOONNTTEENNTTSS［［ももくくじじ］］
「「消消費費生生活活とと環環境境展展」」
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はがき はがき 

○ 

○○太郎様 
○○花子様 

開く 

○ 
  

○○太 郎様   
 ○○花子様  

入場券   

○○太郎   

入場券   

○○花子   

３連式はがき 
（ミシン目から切り離すと２枚の入場券） 

圧着式はがき 
（三つ折り） 

ミ
シ
ン
目 

ミ
シ
ン
目 

至南会津 塩原中学校 

湯っ歩の里 湯っ歩の里 
旧庁舎 

国道400号 

箒川 

新庁舎 

４
月
１
日
か
ら
、
塩
原
支
所
・

塩
原
公
民
館
が
、
新
庁
舎
に
移
転

し
ま
す
。
新
庁
舎
に
は
、
塩
原
図

書
館
の
分
室
も
併
設
し
ま
す
の
で
、

気
軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
組
織
機
構
の
一
部
も
変

わ
り
ま
す
。

移
転
先

中
塩
原
１
番
地
２

組
織
機
構
の
変
更
点

▲

総
務
課
と
税
務
課
を
統
合
し
て

「
総
務
課
」
と
し
、「
総
務
係
」

と
「
税
務
係
」
を
設
置
し
ま
す
。

▲

福
祉
課
と
市
民
保
健
課
を
統
合

し
て
「
市
民
福
祉
課
」
と
し
、

「
福
祉
係
」
と
「
市
民
国
保
係
」

を
設
置
し
ま
す
。

※
新
庁
舎
に
塩
原
公
民
館
を
移
転

し
ま
す
。
ま
た
、
塩
原
図
書
館

の
分
室
を
設
置
し
ま
す
。

※
各
課
の
配
置
や
電
話
番
号
な
ど

は
、
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

塩
原
支
所
総
務
課
総
務
係

�
０
２
８
７（
３２
）２
９
１
１

未
来
を
決
め
る
大
切
な
一
票
、

必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
！

投
票
時
間

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

※
今
回
の
選
挙
か
ら
、
板
室
・
塩

沢
・
新
湯
地
区
は
午
後
７
時
ま

で
と
な
り
ま
す
。

投
票
場
所

入
場
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場

所
※
次
の
投
票
所
が
変
更
に
な
り
ま

す
。

▲

老
人
憩
い
の
家
鍋
掛
荘→

越
堀

自
治
公
民
館

▲

西
那
須
野
公
民
館→

西
那
須
野

支
所

▲

塩
原
支
所
・
塩
原
中
学
校→

塩

原
支
所
（
新
庁
舎
）

■
投
票
所
入
場
券
が
変
わ
り

ま
す

今
回
の
選
挙
か
ら
、
圧
着
式

（
三
つ
折
）
の
ハ
ガ
キ
一
枚
で
、

開
く
と
世
帯
二
人
分
ま
で
が
連
な

っ
た
入
場
券
と
な
り
ま
す
。

投
票
所
へ
は
、
ミ
シ
ン
目
か
ら

切
り
離
し
て
、
必
ず
有
権
者
本
人

が
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す

投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
で

投
票
所
に
行
け
な
い
人
は
、
期
日

前
投
票
が
で
き
ま
す
。

と

き
３
月
３１
日
�
〜
４
月
７
日
�
の

毎
日

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
８
時

と
こ
ろ

・
那
須
塩
原
市
役
所
一
〇
一
会
議
室

・
西
那
須
野
支
所
一
〇
〇
会
議
室

・
塩
原
支
所
（
新
庁
舎
）

・
ハ
ロ
ー
プ
ラ
ザ

以
上
四
カ
所
、
ど
の
投
票
所

で
も
投
票
で
き
ま
す
の
で
、
投

票
所
入
場
券
が
届
い
て
い
れ
ば

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
選
挙
人
名
簿
を
縦
覧
し
ま

す
と

き
３
月
３０
日
�

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ

那
須
塩
原
市
役
所
二
階

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

塩
原
支
所
が
移
転
し
ま
す
栃
木
県
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
日
は
４
月
８
日
で
す

問
い
合
わ
せ

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

�
０
２
８
７（
６２
）７
１
８
３

塩
原
支
所
の
移
転
に
伴
う

電
話
交
換
機
工
事
の
た
め
、

３
月
３１
日
�
と
４
月
１
日
�

は
、
代
表
番
号
【
�
０
２
８

７（
３２
）２
９
１
１
】
以
外
の

電
話
が
不
通
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

塩
原
支
所
総
務
課
総
務
係

�
０
２
８
７（
３２
）２
９
１
１

塩原支所新庁舎

２



広広報報のの配配布布方方法法をを
行行政政連連絡絡員員をを通通じじたた配配布布にに統統一一ししまますす
「広報なすしおばら」の配布につきましては、現在、合併前の方法（黒磯地区は新聞折込み、西那須野
および塩原地区は行政連絡員を通じた配布）を継続して行っていますが、合併時の協定により、速やかに
統一を図らなければならない状況にありました。
このため、４月からの統一に向けて、地域の自治組織の代表の皆さんや、市政懇談会での意見を基に検
討してきました。
検討の結果、厳しい財政状況の中、経費削減を図る必要があること、これからのまちづくりは市民との
協働で進める必要があること、などの理由から、行政連絡員を通じた配布で統一することになりました。
なお、発行日など（毎月２回、５日と２０日）の変更はありません。
今後とも「広報なすしおばら」の編集にあたりましては、親しみやすい紙面づくりに鋭意努力してまい
りますので、皆さんの協力をよろしくお願いします。

■市内の公共施設などにも広報を設置しています

市役所や各支所はもちろん、市内の各公民館や図書館など、公共施設に広報を設置していますので、ご
自由にお持ち帰りください（無料）。設置場所は下表のとおりです。

■市のホームページにも掲載しています

発行日当日の朝から、市ホームページでご覧になれます。

■希望者には郵送（有料）します

郵送料として、切手（１回当たり１２０円×回数分）を秘書課まで持参または郵送してください。

※世帯全員が身体障害や高齢などの理由で歩行が困難、また運転免許証を取得していないなど移動の手段
がなく、最寄りの公共施設まで広報を取りに行けない人などには、『無料』で郵送します。

那須野が原博物館（三島）

健康長寿センター（南郷屋）

にしなすの運動公園（高柳）

国際医療福祉大学病院（井口）

西那須野図書館（あたご町）

塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター（上塩原）

ゆっくりセンター（塩原）

塩原もの語り館（塩原）

アグリパル塩原（関谷）

塩原温泉ビジターセンター（塩原）

塩原温泉湯っ歩の里（塩原）

ハロープラザ〔塩原図書館〕（関谷）

西那
須野
地区

塩原
地区

黒磯保健センター（黒磯幸町）

黒磯生涯スポーツセンター（上厚崎）

板室健康のゆグリーングリーン（百村）

板室自然遊学センター（百村）

板室温泉病院（百村）

道の駅「明治の森黒磯」（青木）

ＪＲ黒磯駅（本町）

ＪＲ那須塩原駅（大原間）

黒磯文化会館（上厚崎）

黒磯図書館（末広町）

黒磯
地区

【市役所や各公民館以外の広報設置場所】

問い合わせ 秘書課広報広聴係 �０２８７（６２）７１０９

４月から

３



生 産 
（製造・流通） 

２番目 
リユース（再使用） 
使い終わったものでも 
繰り返し使う 

経済活動での天然資源 
の消費を抑制する生産 
体制の推進 

資 源 投 入  

消費・使用 

廃 棄  

３番目  
リサイクル（再利用） 
資源としてリサイクルする 

適正処分 
どうしても再利用できない 
ものはきちんと処分をする 

埋め立て処分 

リデュース 
（発生抑制） 

無駄なものを買 
わない、長持ち 
するもの選ぶ、 
大事に長く使う 

 １番目  

処理 
（再生利用・焼却） 

使
い
捨
て
と
い
う
一
方
通
行
に

よ
り
、
ご
み
が
大
量
に
廃
棄
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ご
み
を
廃
棄
物
と
せ
ず
に

「
資
源
」
と
し
て
再
利
用
し
、
生

産
と
消
費
の
間
を
「
循
環
」
す
る

社
会
を
つ
く
る
。

新
し
い
社
会
の
基
本
は
、
ご
み

を
廃
棄
物
で
は
な
く「
循
環
資
源
」

と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
『
循
環

型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
』
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。

■
循
環
型
社
会
形
成
の
推
進

大
量
生
産
、
大
量
消
費
型
の
社

会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
定
着
に
よ
っ

て
、
生
活
は
便
利
で
豊
か
に
な
り

ま
し
た
。

し
か
し
、
生
活
の
便
利
さ
と
引

き
換
え
に
、
地
球
温
暖
化
の
原
因

と
な
る
温
室
効
果
ガ
ス
が
、
大
量

に
排
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。ま

た
、
大
量
生
産
、
大
量
消
費

型
の
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
限

り
あ
る
天
然
資
源
に
依
存
し
て
い

ま
す
。

生
産
さ
れ
た
製
品
が
、
使
用
後

に
廃
棄
物
と
し
て
捨
て
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
資
源
と
な
っ
て
再
利

用
さ
れ
れ
ば
、
天
然
資
源
の
消
費

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
、
環
境
へ

の
負
荷
を
低
減
さ
せ
、
温
暖
化
を

防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法

で
は
、
一
番
リ
デ
ュ
ー
ス
（
発
生

抑
制
）、
二
番
リ
ユ
ー
ス
（
再
使

用
）、
三
番
リ
サ
イ
ク
ル
（
再
資

源
化
）
と
、
３
Ｒ
の
順
番
を
定
め

て
い
ま
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
を
す
る
時
に
も
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま

す
か
ら
、
環
境
へ
の
負
荷
を
考
慮

す
れ
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
が
最
も

少
な
い
リ
デ
ュ
ー
ス
が
一
番
で
、

ご
み
を
出
さ
な
い
こ
と
が
重
要
に

な
り
ま
す
。

ご
み
の
お
は
な
し
�

問
い
合
わ
せ

本
庁（
黒
磯
）環
境
課

廃
棄
物
処
理
計
画
担
当

�
０
２
８
７（
６２
）７
３
０
１

那
須
塩
原
市
の
ご
み
の
現
状

循
環
型
社
会
形
成
と

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル

循環型社会のイメージ

４



費用支払い 

消費者 

市町村 

対象となるごみを分別し 
てステーションへ 

販売 

廃棄 
特定事業者 

容器を製造、または容器包装を 
利用して商品を販売する業者で 
一定規模以上の業者 

収集 

容器包装 
リサイクル協会 

協会は、特定事業者が 
負担する費用で、再商 
品化事業者と委託契約 
し、市町村が集めた資 
源物をリサイクルしま 
す  
 

収集・選別・保管 
などの費用は市 
町村が負担 

販売 

引き渡し 

引取契約 

登録 

再商品化事業者 

ペットボトルやガラスびんなど同じ製品 
になるものや、前の製品と違った製品に 
なるもの、製品を造る時の原料や燃料に 
使われるものなどがあります。 

リサイクル製品 再生処理 

原料 

わからない 
8%

32%

18%

1%

36%

無回答 
5%現状のリサイクル水

準を下げてでも、全
体の経費を削減すべ
きである 

経費が増加しない程度
で、リサイクルを進め
るべきである 

経費が増加しても、
リサイクルをどんど
ん進めるべきである 

経費の増加が少しであ
れば、リサイクルを進
めるべきである 

■
廃
棄
物
の
発
生
抑
制

製
品
を
生
産
す
る
企
業
に
、
�

製
品
の
省
資
源
化
・
長
寿
命
化
、

�
部
品
な
ど
の
再
使
用
、
�
原
材

料
と
し
て
再
利
用
す
る
こ
と
、
を

求
め
た「
資
源
有
効
利
用
促
進
法
」

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
エ

ア
コ
ン
・
洗
濯
機
の
家
電
４
品
目

を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
「
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
法
」、
ガ
ラ
ス
び
ん
・
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

を
分
別
収
集
す
る
「
容
器
包
装
リ

サ
イ
ク
ル
法
」
な
ど
、
こ
れ
ら
の

法
律
は
、
循
環
型
社
会
形
成
推
進

基
本
法
に
基
づ
き
、
生
産
す
る
企

業
お
よ
び
消
費
す
る
国
民
が
、
天

然
資
源
を
無
駄
遣
い
し
な
い
た
め
、

ま
た
ご
み
を
出
さ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
に
定
め
た
も
の
で
す
。

■
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

正
式
な
名
称
は
『
容
器
包
装
に

係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
』
と
い
い

ま
す
。

一
般
廃
棄
物
（
主
に
家
庭
か
ら

出
る
ご
み
）
の
容
積
で
６０
％
、
重

量
で
２５
％
を
占
め
る
と
言
わ
れ
て

い
る
容
器
包
装
類
の
リ
サ
イ
ク
ル

を
進
め
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。こ

の
法
律
の
対
象
は
、
ガ
ラ
ス

製
容
器
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
紙
製

容
器
包
装
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容

器
包
装
・
発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル
ト
レ

イ
の
四
種
類
で
す
。

那
須
塩
原
市
で
は
、
ガ
ラ
ス
製

容
器
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
発
砲
ス

チ
ロ
ー
ル
を
分
別
収
集
し
て
い
ま

す
。

項目：今後のリサイクルのあり方について
質問：リサイクルと経費について

「現状のリサイクル水準を下
げてでも全体の経費を削減す
べき」と回答した人は１．１％
で、経費とのバランスを考慮
するよう求めた回答も多くあ
りましたが、経費増加の有無
を別にすれば８割以上がリサ
イクルを進めるべきと回答し
ています。
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65歳以上の人（第1号被保険者）が 
納めている保険料   19％ 

40歳以上65歳未満の人（第2号被保険者）が 
納めている保険料　31％ 

公費（税金：国・県・市 
の負担金）　50％ 

介護保険制度をより一層知ってもらうため『みんなで支える介護保険』として、概要から実施状況、利
用の仕方など全般についてシリーズで紹介していきます。
第２回では、介護保険料に係る制度改正での変更点などをお知らせします。

１．介護保険の財源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
介護保険制度は、高齢者の自立した生活を社会全体で支えていこうというものです。それに要する財源
は、下のグラフのとおりです。

２．那須塩原市の６５歳以上の人（第１号被保険者）の介護保険料額・・・・
介護保険料は３年ごとに見直すこととなっており、次の３年間で必要となる介護サービスの量・基盤整
備の計画・高齢者数の変化などをもとに算出します。本市の平成１８年度から平成２０年度までの介護保険料
の基準額は「月額３，７００円（年額４４，４００円）」になりました。なお、全国の平均基準額は「月額４，０９０円」と
なっています。

介護保険料所得段階一覧表（基準額×調整率＝保険料額）

段階別保険料
年額（月額）

２２，２００円
（１，８５０円）

２２，２００円
（１，８５０円）

３１，０００円（※２）
（２，５９０円）

４４，４００円
（３，７００円）

５５，５００円
（４，６２５円）

６６，６００円
（５，５５０円）

８８，８００円
（７，４００円）

保険料
調整率

０．５

０．５

０．７

１

１．２５

１．５

２

基準額
年額（月額）

４４，４００円
（３，７００円）

対象者

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人

世帯全員が市民税非課税で、前年の本人の合計所得金額
（※１）と課税年金収入額の合計が８０万円以下の人

世帯全員が市民税非課税で、第１段階および第２段階に
該当しない人

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税
非課税の人

本人が市民税課税者で、前年の合計所得が２００万円未満
の人

本人が市民税課税者で、前年の合計所得が２００万円以上、
４００万円未満の人

本人が市民税課税者で、前年の合計所得が４００万円以上
の人

段階

第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４
段階

第５
段階

第６
段階

第７
段階

那須塩原市の基準額をもとに、本人および世帯員の所得金額などに応じて下表のように設定しています

みんなで支える介護保険（シリーズ第２回）

※１ 合計所得金額の「所得」とは実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です（年金所得は含みません）。
※２ 第３段階は基準額×調整率で年額を計算すると３１，０８０円になりますが、端数切り捨てのため３１，０００円になります。
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平成１８年４月の
制度改正による
変更ポイント

「激変緩和措置」

平成１７年度に税制改正が行われ、公的年金等控除や老年者控除が見
直されました。これまでと比較して控除額が引き下げられたため、以

前と同程度の収入であっても今年度から新たに市民税が課税になる人や合計所得金額が増額になる
人がいます。そのような人の、介護保険料の段階の変更による急激な負担の増加を緩和するため、
「激変緩和措置」が実施されました。
これは、税制改正の影響で保険料段階が変更となった人に対し、平成１８年度・平成１９年度と段階
的に金額を引き上げ、平成２０年度に本来の段階の保険料額となるように調整を行うものです。税制
改正がなければ保険料段階が第１・２・３段階である人が第４段階となった場合、および税制改正が
なければ保険料段階が第１・２・３・４段階である人が第５段階となった場合に適用になります。

３．介護保険料の納付方法と納期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・
介護保険制度は社会全体で支える相互扶助の精神によるものですから、家族や本人が介護に関わること
の多くなる４０歳以上の人から介護保険料を納めていただいています。▲

４０歳～６４歳（第２号被保険者）
加入している医療保険によって、決め方・納め方が異なります。詳細は加入している医療保険の担当に
確認してください。▲

６５歳以上（第１号被保険者）
介護保険料の納付方法には、①年金からの天引きで納める方法（特別徴収）、②市から送付される納付
書で納める方法（普通徴収）の２通りがあります。このどちらか、または併用によって介護保険料を納
めます。
○特別徴収の対象者・・・年金が年額１８万円以上の人は年金から天引きになります。
○普通徴収の対象者・・・年金が年額１８万円未満の人は納付書で納めます。

それぞれの対象者は年額を６回に分けて納めます。平成１９年度の納期限は下表のとおりです。（年度途
中に６５歳に到達した人や、転入した人などは１～５回になる場合もあります）４月から翌年３月までの年
度単位で介護保険料は賦課されるため、平成１９年４月から平成２０年３月までの期間での日付です。

なお、特別徴収の対象者でも、次のような場合には一時的に普通徴収となります。また、下記以外でも
個別の事情で普通徴収となることもあり、その場合は市から納付書および通知書が送付されますので、指
定の納付場所にて納付してください。
�
�
�
�

�
�
�
�

● 老齢福祉年金を受給している ●年度途中で６５歳になった ●年度途中で市内への転入・市外へ
の転出 ●年金の現況届の提出が遅れた ●年金を担保に借り入れを行った ●年度途中で前年中
の所得修正があり介護保険料段階に変更があった など
※特別徴収および普通徴収対象者には、市から介護保険料に関する通知が送付されますので、そちらを確
認してください。

第６期

２月支給分

１月３１日

第５期

１２月支給分

１２月２５日

第４期

１０月支給分

１１月３０日

第３期

８月支給分

１０月１日

第２期

６月支給分

８月３１日

第１期

４月支給分

７月３１日

特別徴収

普通徴収

本来の保険料額

５５，５００円

５５，５００円

５５，５００円

緩和された保険料額

３９，０００円

４７，０００円

５５，５００円

調整率

０．８８

１．０６

１．２５

基準額

４４，４００円

年 度

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

※平成２０年１月以降に６５歳に到達および転入した人は、随１期（２月２９日）、随２期（３月３１日）、随３期（４月３０日）
のいずれかが納期限となります。

例）税制改正がなければ第３段階である人が、税制改正の影響で第５段階となった場合の緩和内容

みんなで支える介護保険
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平成１８年４月の
制度改正による
変更ポイント

「特別徴収対象年金の拡大」
これまで、介護保険料が特別徴収される年金は老齢（退職）年金のみ
でしたが、制度改正により天引きとなる年金が拡大し、障害年金・遺
族年金などが含まれるようになりました。

「特別徴収の捕捉回数の複数化」
介護保険料は年度途中に６５歳に到達した場合や転入した場合などは、その年度分は普通徴収とな
ります。それから一定期間を経て、前記の条件を満たしている場合は自動的に特別徴収に切り替わ
ります。制度改正前は、普通徴収から特別徴収に切り替わるまでの期間が７～１８カ月程度かかって
いましたが、「特別徴収の捕捉回数の複数化」により、おおむね７～１２カ月程度で切り替わること
になります。（下表参照）
４・６・８月に特別徴収に切り替わる場合は、その前月に市から「介護保険料特別徴収（仮徴収）
通知書」が送付されますので、天引き額を確認してください。１０月に切り替わる場合は、７月に
「介護保険料納入通知書」が送付されますので、４～９月までの介護保険料は納付書で納めてくだ
さい。
また特別徴収の対象者全員へ９月に「介護保険料特別徴収開始通知書」を送付しますので、１０月
支給年金以降の天引き額を確認してください。

・・・ よくある質問Ｑ＆Ａ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｑ 介護保険料を年金天引きにしてほしいが、どういう手続きが必要か？
Ａ 介護保険制度では、前述のように条件次第で納め方が決定されるので、納付方法を選ぶことはでき

ませんが、普通徴収の場合でも納め忘れや手間のかからない口座振替ができます。通帳、通帳の届
出印、納付書を持参して利用している金融機関・郵便局に申し込んでください。

Ｑ 介護保険料は納めなくてはならないのか？介護保険をやめられないのか？
Ａ 介護保険制度は相互扶助の精神により社会全体で介護を支えていく仕組みです。介護保険料はその

大切な財源となるため、すべての人が納めなくてはいけません。未納になると、納付者と公平性を
欠くため、給付の制限が行われる場合があります。
また、介護保険をやめることもできません。

Ｑ 特別徴収で年金から介護保険料が天引きされているが、納期ごとの金額が一定ではないのはなぜか？
Ａ 特別徴収の場合、４・６・８月に年金から天引きされている金額は、所得が確定する前に引かれる

ため、前年度の２月と同額が差し引かれます。年額決定後、４・６・８月分を年額から差し引いて
残った額を１０・１２・２月に差し引くため、介護保険料の段階や基準額が変わると一回ごとの納付額
が変わる場合があります。ただし、年額としては同額となるよう調整されていますので、毎年９月
に送られる「介護保険料特別徴収開始通知書」を確認してください。
なお、納期ごとの金額の差が大きい人について、平成１９年度に金額を調整する「平準化」を実施
します。詳しくは、広報および市からの通知書でお知らせします。

高齢化がより進行していく中で、新たな介護保険制度が円滑に運営されるよう、理解と協力をお願いし
ます。シリーズ第３回では、介護保険を利用するための要介護認定を中心に紹介します。

問い合わせ
本庁（黒磯）高齢福祉課介護管理係 �０２８７（６２）７１９１
西那須野支所福祉課高齢福祉係 �０２８７（３７）６２３１
塩原支所福祉課福祉係 �０２８７（３２）２９１２

下記期間中に介護保険の資格を取得（※１）し、年金の裁定を受けている場合

２月～３月

翌年度１０月支給年金から特別徴収開始

翌年度１０月から（※２）

１２月～１月

翌年度８月から

１０月～１１月

翌年度６月から

４月～９月

翌年度４月から

資格取得月

制度改正前

制度改正後

※１ 介護保険の資格は、誕生日の前日（転入者は転入した日）に取得します。
※２ 翌年度１０月から開始の人は、４月から９月までの介護保険料は普通徴収で納付し、１０月支給

年金から特別徴収に切り替わります。

みんなで支える介護保険

８



７０歳未満の国民健康保険加入者の入院時の窓口負担が
自己負担限度額までに変わります
現在、７０歳未満の人が医療機関で１カ月に支払った窓口負担が自己負担額を超えた場合、その超えた分
は、後の申請により高額療養費として払い戻しています。
平成１９年４月からは、「保険証」と「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の窓口
での支払いが自己負担限度額までとなります。外来の場合、窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、
いったん費用を支払い、超えた分は後の申請により払い戻されます。一つの世帯内で、同じ月内に２１，０００
円以上の窓口負担が複数ある場合は、合算して自己負担限度額を超えた分が後の申請により払い戻されま
す。
医療費の自己負担限度額は、所得区分に応じて異なります。医療機関窓口で、その所得区分を明らかに
するために、「限度額適用認定証」が必要となりますので入院が決まったら申請しましょう。

国民健康保険税の滞納のない世帯に「限度額適用認定証」を交付します

認定証の有効期限は、申請した月の初日（申請した月に国保に加入した人は、国保被保険者になった日）
から、毎年７月３１日までとなります。有効期限が過ぎて認定証が必要なときは、再度申請が必要です。
■認定証交付申請受付開始／場所 ４月２日�から／本庁（黒磯）、各支所の保健課窓口
■申請に必要なもの 印かん、保険証、世帯全員の平成１８年度住民税決定証明書（平成１８年１月１日現在、

那須塩原市に住民登録のなかった人のみ）

■自己負担額の計算方法
・月の１日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
・同じ医療機関ごとに計算。
・同じ医療機関でも、外来と入院と歯科は別計算（旧総合病院は診療科ごとに計算する場合があります）。
・入院時の食事代や差額ベッド料は対象外。

■入院時の食事代の標準負担額（１食当たり）
入院時の食事代は、ほかの診療などにかかる費用とは別に、
下表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

医療機関窓口に提示するもの

「保険証」と「限度額適用認定証」

「保険証」と「限度額適用認定証」

「保険証」と「限度額適用・標
準負担額減額認定証」

４回目以降の限度額※２

４４，４００円

８３，４００円

２４，６００円

３回目までの限度額

８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％

１５０，０００円＋（医療費－５００，０００円）×１％

３５，４００円

所得区分

一 般

上位所得者※１

住民税非課税世帯

２６０円

２１０円

１６０円

一般・上位所得者

９０日までの入院

９０日を超える入院

（過去１２カ月の入院日数）

住民税

非課税世帯

※１ 基礎控除後の総所得金額などが６００万円を超える世帯。所得の申告をしていない人も上位所得者とみなされます。
※２ 過去１２カ月間に、一つの世帯での支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額。

○厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、１カ月の自己負担額は１万円（人工透析が必要な上位所得者は２万円）まで
となります。「特定疾病療養受療証」が必要ですので申請してください。

問い合わせ
本庁（黒磯）保健課国民健康保険係
�０２８７（６２）７１２９
西那須野支所保健課国民健康保険係
�０２８７（３６）１１１１ 内線１３５
塩原支所市民保健課国保年金係
�０２８７（３２）２９８８

平成１９年
４月１日から

■７０歳未満の自己負担限度額（月額）
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特別支援教育の対象 

小・中学校 

特殊教育の対象 

小・中学校 

通級指導 
教　　室 

特殊学級 
通常の学級に在籍する 
LD・ADHD・高機能自 
閉症等（※） 

通級指導 
教　　室 

特別支援 
学　　級 

特別支援学校 

盲学校 聾学校 養護学校 

県立校 

盲学校　聾学校　養護学校 

特別支援教育が
スタートします その１

４月から特別支援教育がスタートします。これは、学校教育法の一部改正により行われるものです。
これまでの小中学校の特殊学級は、特別支援学級に名称が変わります。また、県立の盲・聾（ろう）・
養護学校は、将来特別支援学校に変わることが予定されています。
そこで制度の概要、那須塩原市の現状を２回に分けてお知らせします。

１、特別支援教育とは

学校教育において、障害のある児童・生徒の一人一人の得意分野や不得意分野を把握して、得意分野は
更に伸ばし、不得意分野は、それを克服するための教育や指導を行っていくものです。
これまでの特殊教育も特別支援教育に改められます。

２、特別支援教育の対象

平成１８年４月から学校教育法施行規則の改正により、通常の学級に在籍しているＬＤ、ＡＤＨＤおよび
高機能自閉症等の児童・生徒も通級指導教室で指導を受けることができるようになっています。

※ＬＤ（学習障害）…基本的には、知的発達の遅れはなく、聞く、読む、話す、書く、計算する、推論す
る能力のうち、特定のものの習得に著しい困難を示す状態を指します。

※ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）…代表的な特徴は、次の３つです。
不注意：注意が持続しない、忘れっぽい。
多動性：じっとしていない、手足がそわそわする。
衝動性：出し抜けに答える、順番が待てない。

※高機能自閉症等
高機能自閉症：�他人とのコミュニケーションを取ることの困難さ、�言葉の発達の遅れ、�興味や関

心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わ
ないものを言います。

アスペルガー症候群：高機能自閉症のうち、�言葉の発達の遅れを伴わないものを言います。

◎文部科学省の「今後の特別支援教育の在り方について」（最終報告）によれば、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能
自閉症等の児童・生徒は、通常の学級に約６．３％の割合（４０人学級であれば２～３人）で在籍している
と言われています。
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校内委員会の設置 

特別支援コーディネーターの指名 

個別の指導計画の作成 

児童・生徒 
学校全体で支援 

校内の調整、保護者・外部機関との連携、担任へのアドバイス  

一人一人個別の指導目標を定め、指導内容・方法など（計画）を作成 

一人一人の 

ニーズに合 

った教育 
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３、特別支援教育で一人一人のニーズに合った教育を

特別支援教育がスタートするにあたり、各小中学校では次のような支援体制の整備を進めています。

そのほか学校では、教職員の理解の促進と専門性の向上、保護者や専門機関との連携の推進を図ってい
ます。

４、特別支援教育への理解をお願いします

特別支援教育の背景には、教育・福祉・医療・保健・労働など、社会の各分野にわたって、差別のない
社会を実現しようとする取り組みがあります。
そのためには、障害のある児童・生徒とその保護者だけでなく、周りの子どもたちとその保護者が特別
支援教育について正しい知識を理解することが大切です。

問い合わせ
学校教育課学校指導係 �０２８７（３７）５３４９
適応指導教室「ふれあい」 �０２８７（６３）８５２６
同 「あすなろ」 �０２８７（３６）６９９６
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4月から
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